
南
部
土
木
事
務
所
は
、
市
内
に

７
つ
あ
る
土
木
事
務
所
の
１
つ

で
、
下
京
区
の
ほ
か
、
南
区
な
ど

を
管
轄
し
て
い
ま
す
。
こ
の
コ
ー

ナ
ー
で
は
、
南
部
土
木
事
務
所
か

ら
季
節
ご
と
に
、
土
木
事
務
所
の

仕
事
や
情
報
を
発
信
し
て
い
き
ま

す
。今

回
は
、
そ
の
仕
事
内
容
に
つ

い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

土
木
事
務
所
で
は
、
管
轄
区
域

の
道
路
を
巡
回
パ
ト
ロ
ー
ル
し

て
、
破
損
箇
所
の
修
理
を
行
っ
た

り
、
道
路
照
明
灯
や
道
路
標
識
、

カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
な
ど
の
設
置
及
び

維
持
管
理
に
努
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
災
害
か
ら
市
民
の
皆
様

の
生
命
と
財
産
を
守
る
た
め
、
大

雨
洪
水
警
報
な
ど
が
発
令
さ
れ
た

と
き
に
は
、
道
路
災
害
や
水
路
な

ど
の
氾
濫
に
備
え
、
す
ば
や
く
出

動
し
て
、
管
内
を
監
視
す
る
と
と

も
に
、
万
が
一
災
害
が
発
生
し
た

場
合
に
は
迅
速
な
復
旧
作
業
に
あ

た
り
ま
す
。

そ
の
他
に
も
、
道
路
・
河
川
・

水
路
の
占
用
や
使
用
許
可
、
私
道

舗
装
の
助
成
申
請
（
左
の
記
事
を

ご
覧
く
だ
さ
い
）
の
受
付
、
児
童

公
園
の
使
用
許
可
な
ど
、
市
民
生

活
に
関
係
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
仕
事

を
し
て
い
ま
す
。

道
路
照
明
灯
が
消
え
て
い
る
、

道
路
施
設
が
破
損
し
て
危
な
い
な

ど
お
気
づ
き
の
点
が
あ
れ
ば
、
南

部
土
木
事
務
所
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
夜
間
休
日
の
連
絡
は
「
緊

急
受
付
セ
ン
タ
ー
」に
転
送
さ
れ
、

緊
急
時
の
応
急
措
置
を
行
い
ま

す
。私

道
の
舗
装
・
補
修

工
事
を
助
成
し
ま
す

私
道
の
舗
装
や
補
修
工
事
に
対

す
る
助
成
の
申
請
を
受
け
付
け
ま

す
。
助
成
を
受
け
る
に
は
、
い
く

つ
か
の
条
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
な
ど
で
配
布

す
る
手
引
き
を
ご
覧
の
う
え
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
な
お
、

生
活
保
護
法
に
よ
る
被
保
護
者
な

ど
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に

は
、
特
別
措
置
の
制
度
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

申
請
期
間

５
月
１６
日
（
水
）
〜

８
月
３１
日
（
金
）

�
・
申
請

南
部
土
木
事
務
所

平
成
１７
年
度
分

国
民
健
康
保
険
料

か
ら
所
得
割（
※
）

の
算
定
方
式
を
変

更
し
た
こ
と
に
伴

い
、
２
年
間
に
限

り
実
施
し
て
き
た

減
額
の
経
過
措
置

が
、
平
成
１８
年
度

で
終
了
し
ま
し

た
。
所
得
割
が
か

か
る
市
・
府
民
税

非
課
税
世
帯
は
、

昨
年
度
ま
で
そ
の

３
割
が
減
額
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
経
過
措
置
の
終

了
に
よ
り
今
年
度
か
ら
保
険
料
が

増
額
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
６５
歳
以
上
の
公
的
年
金

等
控
除
が
平
成
１８
年
度
か
ら
縮
小

さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
実
施
さ
れ
て

い
る
特
別
控
除
の
控
除
額
が
１３
万

円
か
ら
７
万
円
に
縮
小
さ
れ
ま

す
。
こ
れ
に
よ
り
、
所
得
割
が
か

か
る
６５
歳
以
上
年
金
所
得
者
の
世

帯
の
保
険
料
が
上
が
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
５
月
中
旬
に
国
保

加
入
世
帯
に
お
送
り
す
る
「
こ
く

ほ
だ
よ
り
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
所
得
割
…
保
険
料
の
う
ち
、
世

帯
の
所
得
に
応
じ
て
納
め
る
も
の

�

保
険
年
金
課
資
格
担
当
（
�

３７１
・
７
２
５
２
）
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下
京
み
ゅ
ー
じ
あ
む

詠
む
歌
は

朝
な
夕
な
に

咲
く
花
を

旅
に
て
綴
る

折
ふ
し
ば
か
り

棚
橋

榮
三
郎

さ
ん
（
安
寧
）

の
作
品
（
短
歌
）

テ
ー
マ
は
特
に
設
定
し
ま
せ
ん
。
写
真
な
ど
、

区
民
の
皆
様
の
自
慢
の
作
品
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

▼
写
真

四
つ
切
以
下
の
作
品

▼
絵

官
製
は

が
き
の
裏
面
に
描
い
た
も
の
も
可

▼
書

半
紙

以
下
の
作
品

▼
短
歌
・
俳
句

作
品
に
は
ふ
り

が
な
を
ふ
っ
て
く
だ
さ
い

注
意
事
項

掲
載
さ
れ
た
方
に
、
記
念
品
を
差
し

上
げ
ま
す
。
作
品
は
下
京
区
民
に
よ
る
自
作
の
未

発
表
作
品
に
限
り
、原
則
と
し
て
返
却
し
ま
せ
ん
。

応
募
方
法

住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
年
齢
を

記
入
し
た
紙
を
作
品
に
添
付
の
う
え
、〒
６００
―

８
５

８
８

下
京
区
役
所
総
務
課
「
下
京
み
ゅ
ー
じ
あ

む
」
係
（
�
３７１
・
７
１
６
４
、
�
３５１
・
４
４
３
９
）

ま
で
。

今
年
度
か
ら
、
軽
自
動
車
税
が

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
税

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
利

用
で
き
る
軽
自
動
車
税
の
納
付
書

に
は
、
バ
ー
コ
ー
ド
が
印
字
さ
れ

て
お
り
、
裏
面
に
ご
利
用
い
た
だ

け
る
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
が

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ

の
納
付
書
を
用
い
て
、
従
来
ど
お

り
金
融
機
関
な
ど
で
も
納
税
し
て

い
た
だ
け
ま
す
。

な
お
、
再
発
行
し
た
納
付
書
な

ど
、
バ
ー
コ
ー
ド
が
印
字
さ
れ
て

い
な
い
納
付
書
は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
で
の
納
税
が
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
金
融
機
関
な
ど
で
納

税
し
て
く
だ
さ
い
。

�

市
民
税
課
（
�
３７１
・
７
１
７

１
）

軽自動車税の減免
Ｑ 私は心臓機能障害（身体障害者手帳３級）のため、私
名義の軽自動車で毎週通院しています。こういう場合、私
の軽自動車税が減免されると聞きましたが、どういう手続
きをしたらいいのでしょうか。
Ａ ご質問の場合、納期限である５月３１日までに申請をす

ることで、平成１９年度の軽自動車税の減免を受けることが

できます。減免申請の手続きには、ご自身の運転免許証と

印鑑（認め印）、身体障害者手帳をご持参ください。

なお、身体障害者手帳の交付を受けた方と生計を一にす

る方が所有している軽自動車が、その障害のある方の通院

に使用されている場合も減免の対象になります。詳しくは、

お問い合わせください。

� 市民税課（�３７１―７１７１）

国民健康保険料の経過措置
減額の廃止などについて

軽軽
自自
動動
車車
税税
がが
ココ
ンン
ビビ
ニニ
エエ
ンン
スス
スス
トト
アア
でで

納納
税税
でで
きき
るる
よよ
うう
にに
なな
りり
まま
しし
たた

は
軽自動車税の
納期限です

＊納期限を過ぎると、延滞金

がかかりますので、ご注意く

ださい。

Ｑ 消防団と消防団員の数はどれくらい
ですか。
Ａ 市内には、行政区ごとに設置された

１１の消防団とおおむね学区単位に設けら

れた２０５の消防分団が組織されています。

下京消防団は、本団と２３消防分団で組

織されており、約３１０人の団員が地域のた

めに活躍しています。

Ｑ 消防団は、どのような活動をしてい
ますか。
Ａ 次のような活動をしています。

平常時
�住民の皆さんへの防災指導や訓練指導
�お年寄りなどの家庭訪問や地域のパト
ロールを通じた「火の用心」の呼び掛

け

�火災や地震に備えての地域の皆さんや
消防隊との合同訓練

災害時
�消防隊と連携した現場活動（警戒整理
など）

�住民の救助、救護活動や避難誘導
Ｑ 消防団に入団するには、どのような
条件があるのですか。
Ａ 次の条件を満たしていることが必要

です。

�地域防災に熱意を持っている健康な方
（男女は問いません）

�区内に在住または勤務先のある方
�年齢が１８歳以上の方
詳しくは、お近くの消防分団または下

京消防署庶務係（�３６１―４４１１）にお問い合
わせください。

下京消防団総合査閲を実施します

昨
年
の
様
子

下京消防団の

２３分団が、服装

点検や小型動力

ポンプによる消

防訓練などを行

います。

日時 ５月２０日

（日）午前８時～１０時

場所 七条中学校グラウンド（西七条御

領町）

集まれ�未来の消防士
少年消防クラブのクラブ員を募集します

少年消防クラブでは、小

学４年生から６年生までの

男女の子どもたちが、毎月

１回程度日曜日などに、消

防、救助、救急に関する知

識などの学習やキャンプ、

ハイキングなどを行ってい

ます。これらの活動を通じて、他の小学

校の子どもたちとの交流を図り、チーム

ワークの大切さや社会生活に必要なマナ

ーとルールを身に付けることができま

す。詳しくは、下京消防署企画広報係（�
３６１―４４１１）までお問い合わせください。

こ
ん
に
ち
は
、
け
す
ぞ
う

君
で
す
。

今
回
は
、
地
域
の
防
災
リ

ー
ダ
ー
と
し
て
活
躍
す
る
消

防
団
に
つ
い
て
お
話
を
し
ま

す
。

地域防災の要 消防団けすぞう君の防災 Q&A

５５５５５５５５５５５５５５月月月月月月月月月月月月月月３３３３３３３３３３３３３３１１１１１１１１１１１１１１日日日日日日日日日日日日日日

…
…
…
…
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1６９１ー３１５８ 
南・東九条下殿田町７０ー２ 

（３） 市 民 し ん ぶ ん 下京区版第１３７号平成１９年５月１５日


